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国民健康保険被保険者証
（兼高齢受給者証）の送付

　現在お持ちの保険証の有効期
限は、7 月 31 日です。新しい保
険証は 7 月中旬ごろ簡易書留で
郵送します。有効期限が切れた保
険証は、各自で処分してください。
※短期保険証に該当する人は、

個別にお知らせします。

問国保年金課（☎ 82-1179）

後期高齢者医療被保険者証

　令和 4 年 10 月 1 日㈯から、一
定以上の所得がある人は、現役並
み所得者（窓口負担割合 3 割）を除
き、医療費の窓口負担割合が 2 割
になります。令和 4 年度は 7 月と
9 月の 2 度新しい被保険者証をお
送りします。負担割合が 2 割に変
更になる人だけでなく、後期高齢
者医療被保険者全員に送付します。
❶ 7 月中（桃色）
◦有効期間
　8 月 1 日㈪〜 9 月 30 日㈮
※期限経過後の返却は不要です。
❷ 9 月中（オレンジ色）
◦有効期間　10 月 1 日㈯〜令和

5 年 7 月 31 日㈪

■ 2 割負担の対象
世帯の窓口負担割合が 2 割の
対象となるかどうかは、被保
険者の課税所得や年金収入、
その他の合計金額をもとに世
帯単位で判定します。なお、
2 割負担となる人については、
10 月 1 日㈯の施行後 3 年間
は、1 か月の外来医療の窓口
負担増加額を 3,000 円までに
抑える配慮措置があります。

（入院の医療費は対象外）
問県後期高齢者医療広域連合

（☎ 083-921-7111）
　国保年金課（☎ 82-1209）

農地の利用状況調査

　農業委員会では、毎年市内の
全農地の利用状況を調査し、地
域の遊休農地を把握しています。
7 月から農業委員や農地利用最
適化推進委員などが地域を巡回
し、利用状況を調査しますので、
ご協力をお願いします。
問農業委員会事務局（☎ 71-1645）

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎ 82-1148）まで。お得な割引もあります。

7月は「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」

　7 月は青少年の非行・被害防止
について理解を深め、地域が一体
となって集中的に取り組む強調月
間です。子どもたちを地域全体で
見守り、育てていくためにも、あ
たたかな声かけをお願いします。
問社会教育課（☎ 82-1205）

社会を明るくする運動

〜犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ〜
　7 月は犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について
理解を深め、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとする運動
の強調月間です。市内の中学校・
高等学校や JR 駅前での啓発活
動を行い「犯罪や非行のない明
るい社会」を目指します。

■社明講演会
　「更生保護って何だろう」

みんなでつくる　支え合いの
地域づくりフォーラム

◦日時　7 月 27 日㈬
　14:00 〜 16:00（開場 13:30）
◦場所　市民館文化ホール
◦内容
◦基調講演
　「コロナ禍における支え合い」
　講師：高野 和良

　（九州大学大学院教授）
◦実践報告
　「地域住民による支え合い活動」
◦参加料　無料
◦申込方法　7 月 20 日㈬までに

電話または QRコードから申込み
問・ 社会福祉協議会

（☎ 72-1813）

◦日時　7 月 23 日㈯　10:00 〜
◦場所　市民館
◦講師　藤岡 正充

（山口保護観察所長）
◦定員　60 人
◦入場料　無料
問社会福祉課（☎ 82-1174）


